
福島県災害時医薬品等備蓄供給システム

県は、災害発生時に、医療摸関、救護所等で必要とする医薬品など（消毒薬、衛生材料含む）

を備蓄し供給するシステムを整備しております。

医薬品が必要となった場合は、次のチャートにより最寄りの保健所へ要請してください。

なお、医薬品は無料ではなく、要請者が供給先に直接代金を支払うことになります。

※　所轄の保健所に連絡が取れない場合の連絡先

・福島県薬務課　　　　　　　　　　（電話024－52卜7232）

・福島県医薬品卸組合（恒和薬品）（電話02」卜959－6611）

災害時医薬品等供給フローチャート
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複数の卸営業肘ある地区は、上段が地区卸幹事営業所、以下は分配備蓄卸営業所）
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◎　供給要請について
①　市町村又は医療機関等が災害時医薬品等の供給を必要とした場合は、管内の保健所に供
給要請してください。
②　保健所は管内の卸幹事営業所に対し災害時医薬品等の供給を要請します。
卸幹事営業所が被災した場合及び数量の不足等の不測の事態が発生した場合には、管内
のその他の営業所に対し災害時医薬品等の供給を要請することになります。
①一一②‘は、災害が広域である場合、または保健所が被災等の理由で機能しない事態が
発生した場合には、県薬務課等からの供給要請を想定しています。

◎　供給について
⑨　卸幹事営業所又はその他の営業所は、保健所等からの供給要請に基づき災害時医薬品等
を供給することになります。医薬品の供給要請を所管の保健所に行った後は、医薬品卸営
業所（以下、卸幹事営業所と略）へ連絡がいき、卸幹事営業所は供給要請者へ医薬品等を
搬送します。

◎　支払について
いをすることになります。

※　具体的な備蓄医薬品等については、最寄りの保健所へ照会ください。


